
多面的機能支払交付金事業

事務処理のポイント
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１ 「実践活動」実施前に作成する書類
（１）点検・機能診断 （２）年度活動計画等

２ 「実践活動」実施中に作成する書類
（１）活動記録 （２）金銭出納簿、領収書整理帳

３ 「実践活動」実施後に作成する書類
（１）実施状況報告 （２）財産管理台帳、備品台帳



１（１）点検・機能診断①
〈 事務処理のポイント 〉
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１ 農地維持活動「点検」結果の記録 
= 実践活動（草刈り、泥上げ等）の実施根拠

実施内容
・活動計画書に位置付けた農用地、施設のすべてについて、機能

を低下させる右図のような問題がないかを確認
・点検結果をもとに、当年度の農地維持活動の実施箇所や内容を

検討して、年度活動計画を策定
記録
・点検記録の記載様式は自由
・作業日報の特記事項欄※又は地図や写真への記入も可

※住宅地図、インターネットで公開されている地図等を利用して情報共有を!!

異常がない場合は、
「異常なし」と記載



１（１）点検・機能診断②
〈 事務処理のポイント 〉

3

２ 資源向上活動「機能診断」結果の記録
 = 実践活動（軽微な補修、長寿命化工事）の実施根拠

実施内容
・活動計画書に位置付けた施設ついて、破損・劣化状況を確認
・毎年、機能診断で確認した問題箇所の破損・劣化の進行具合を

もとに、必要な管理・補修計画をたて、年度活動計画を策定
記録
・機能診断結果記録表（県独自様式等）に記載
（異常がない場合、記録表又は作業日報に「異常なし」と記載）
・記録表に問題箇所を整理し、問題箇所ごとに具体的な実践活動

内容を修復履歴として記載
・問題箇所について、位置図を作成する【活動の手引きｐ47】

問題箇所に
通し番号を
ふり、位置
図に記載

問題箇所の位置図



１（２）年度活動計画等①
〈 事務処理のポイント 〉
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１ 年度活動計画の策定
実施内容
活動計画書に位置付けた農用地・施設の維持や、効率的な予防保全活動を行うため、点検や機能診断の結果をもとに年度活動計画を策定し、
活動を実施
記載内容
・年度活動計画書の記載様式は自由（協議会ホームページに参考様式が複数あり）
・いつ、どこで、だれが、どのように実践活動を行うか、が一目でわかるように、具体的な年間スケジュール表に整理する

※実施内容、実施場所等は具体的に!!

共同で活動する他の組織に日当を支出
する場合、これらの組織が構成団体で
あること又は協定等が必要

構成員が個々に実施した活動に日当を
支出する場合、個々の活動記録が必要

注意 個人の営農活動は本交付金対象外



１（２）年度活動計画等②
〈 事務処理のポイント 〉
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２ 農村環境保全計画の策定
記載内容
・計画書の記載様式は自由
・計画の趣旨、活動範囲、活動内容、活動内容等を整理する
記載例
・農林水産省ホームページ掲載

『地域資源の質的向上を図る共同活動の解説』参照
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html

《景観形成 45植栽等の景観形成活動の例》

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html


１（２）年度活動計画等③
〈 事務処理のポイント 〉
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景観形成・生活環境保全



〈 事務処理のポイント 〉
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◆ 活動記録には、本交付金の活動組織として実施した全ての活動を記載する

◆ 活動記録は、活動組織が活動計画に位置付けた活動を実施した証拠である

1 活動記録の位置づけ

（１）活動組織  （２）市町村

日々の作業を記録するもの  実施状況報告書の根拠資料
・内容の点検  ・活動要件の確認
・課題の抽出  ・活動の評価及び指導
・活動の改善

２ 記載時の留意事項

（１）活動計画書に位置付けた活動を行っているか 注意!! 推進活動、増進を図る活動の記載漏れが多い

（２）支出の有無に関わらず、計画に位置付けた活動をすべて記載しているか
注意!!  交付要件を満たす（必須活動項目の番号は必ず記載）

 活動計画に無い活動を実施した場合は、活動計画の変更又は対象から除外（交付金を使用せずに記録もしない）

（３）金銭出納簿の活動日、活動内容と整合がとれているか

（４）実施状況報告書と記載内容の整合がとれているか

（５）活動内容に、誤解をまねく表現がないか
例：活動記録の備考欄 誤「介護施設の草刈り」 → 正「介護施設周辺の農用地の草刈り」

２（１）活動記録①



〈 事務処理のポイント 〉
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記 載 箇 所

実施時間
休憩時間を含まない
実働時間を、概ね
0.5時間単位で記載

活動項目番号
活動番号表（活動の手引きｐ13～17）の番号を左詰めで記載
事務処理は「200」、総会等の会議は「300」を記載

備考
地域での活動内容を、できるだけ具体的に記載
事務処理や打合せ等も記載

同一日に複数の活動を行った場合
該当する全ての活動項目番号を、左詰めで一行に記載
番号欄が足りない場合は、複数行に分けて記載

２（１）活動記録②



〈 事務処理のポイント 〉
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◇活動記録 事例別記載例◇

同一日、同一時間帯に複数の活動を行った場合（複数行に記載する場合）

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

長寿命化の直営施工 注意!! 「直営施工」、「一部直営施工」を実施した場合、活動記録に必ず記載し、作業の写真も撮っておく

実施時間と参加人数
活動項目が複数行にわたる場合は、一番上の行のみ記載（二重計上を防ぐため）

２（１）活動記録③

長寿命化の活動項目番号を記載 直営施工が分かるように記載



〈 事務処理のポイント 〉
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◆ 金銭出納簿や領収書等の支払いを証明する書類は、
支出した年度の翌年度から起算して５年間保管する必要がある

1 金銭出納簿の位置づけ

（１）活動組織  （２）市町村

日々の収入・支出を記録するもの 実施状況報告書の根拠資料
・交付金の有効活用  ・使途の確認
・適切な資金管理  ・活動の指導
・会計の透明性

２ 記載、整理時の留意事項

（１）活動記録の活動日、活動内容と整合がとれているか

（２）立替払い、借入金、支出額の修正等の処理に誤りがないか 注意!! 原則、当年度内に処理する

（３）実施状況報告書と記載内容の整合がとれているか  注意!! 特に「前年度からの持越金」に誤りがないか要確認

（４）領収証・レシートはすべて保管されているか

（５）領収証の宛先は組織名になっているか

（６）領収証に日付・商品名等の記載はあるか

２（２）金銭出納簿、領収書整理帳①



〈 事務処理のポイント 〉
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記 載 箇 所

日付
実際の収入日、
支出日を記載し、
日付順に並べる

分類（次ページ参照）
費目の番号（１～８）を選択

内容
購入した資材や日当等の
内訳を具体的に記載

区分
１：農地維持・資源向上（共同）に係る収支
２：資源向上（長寿命化）に係る収支

活動実施日
実際の活動日を記載（活動
記録の「日付」と一致）

領収書番号
領収書は、通し番号を記載し、必ず保管
（領収書整理帳を作成）

２（２）金銭出納簿、領収書整理帳②



〈 事務処理のポイント 〉
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収入

支出

集計
 実施状況報告書の  
収支実績と整合

返還、次年度への持越
詳細はｐ19参照

２（２）金銭出納簿、領収書整理帳③



〈 事務処理のポイント 〉
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№ １領収書整理帳

5/1以降の草刈り用

領収書の宛名
 略さず、正式名称で
（個人名はNG）

購入内容
但し書などで、何をいくつ購入したのか明記

領収書番号
 支出日順に付番
金銭出納簿と整合

◇領収書の整理◇
注意!! 証拠書類の無い支出は「適切な支出」とは認められない

（１）金銭を支払った場合、領収書又はレシートが必ず必要※

（２）領収書の必須記載事項
○ 宛名：活動組織の正式名称（レシートの場合は不要）
○ 支出金額
○ 支出日
○ 支出先（購入店舗）
○ 購入内容（品名、数量）

（３）領収書は、原本を支出した年度の翌年度から５年間保管
（感熱紙等は印字が薄くなるので、コピーも保管）

（４）領収書整理帳は、基本的に、台紙１枚に領収書１枚で整理

（５）領収書には、支出日の順に通し番号を振る
（金銭出納簿と整合させる）

（６）納品書と請求書がある場合、別の用紙に貼り付けるなどして
併せて整理し、保管する

※立替払い、借入金の場合も領収書が必要
詳細は15～17ページ参照

活動日と活動内容
 当該支出に係る活動を記載

２（２）金銭出納簿、領収書整理帳④



〈 事務処理のポイント 〉
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◇金銭出納簿 事例別記載例◇

農地維持・資源向上（共同）から長寿命化への流用
注意!! ○ 流用は、活動計画に定めた農地維持及び資源向上（共同）の活動を、年度内に全て実施した上で行う

 ○ 長寿命化へ流用しても、あくまで農地維持及び資源向上（共同）の支出として集計する
 ○ 基本、口座間のお金の移動は発生しない

▼上段：農地維持・資源向上（共同）から長寿命化への流用による支払 ／ 下段：長寿命化からの支払

一つの工事費請求に対して、二つの
交付金から支出する場合は、工事名
と請求総額を記載する

《 留意事項 》
次の場合は、二重計上に要注意
・一つの請求（工事費用）に対して二つの交付金（a 農地維持及び資源向上（共同）、b 資源向上（長寿命化））から支払う
・二つの交付金を別々の通帳で管理している
・工事費用の支払は振込で行う

▼
パターン１ 各交付金の口座から別々に振り込む → ◎問題なし
パターン２ a口座から流用分をb口座に一旦振り込み、b口座からまとめて支払先へ振り込む → △二重計上※に要注意

※a口座からb口座への振込は、あくまで『aの支払（流用）分を、ｂ口座を一時的に経由して支払っている』だけなので、
bの集計において、 aの支払（流用）分の収支は計上しない。

２（２）金銭出納簿、領収書整理帳⑤

重要!!
長寿命化への流用欄に
「○」

区分「１」を記載
長寿命化へ流用しても、あくまで農地維持活動及び
資源向上活動（共同）の支出として集計する



上記の立替分受け取りました
令和５年９月２日
署名 〇〇 〇〇

18-2

上記の立替分受け取りました
令和５年９月２日
署名 〇〇 〇〇

17-2

上記の立替分受け取りました
令和５年９月２日
署名 〇〇 〇〇

16-2

〈 事務処理のポイント 〉
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立替払（物品購入時等における構成員による立替）

注意!! 〇 金銭出納簿は、活動組織における収支を記載する
  〇 立替払いの場合は、精算日（立て替えた者へ、組織が立替金を

 支払った日）を金銭出納簿に整理する

（例）構成員H氏の立替の場合
４月30日 ５月活動用の お茶35本、草刈り機用混合油３本 購入
６月１日  ６月活動用の お茶30本 購入
７月１日  ７月活動用の お茶30本 購入
９月２日  立替金の精算（4/30、6/1 、 7/1 立替分15,500円）

購入品に応じた分類と具体的な品名、
立替日（領収書と一致する購入日）精算日

立替者氏名

15-2

15-1

5/1草刈り用

上記の立替分受け取りました
令和５年９月２日
署名 〇〇 〇〇立替払いでは、領収書を枝番で管理

商品購入の領収書：領収書番号 -１
精算の領収書：領収書番号 -２

領収書整理帳

２（２）金銭出納簿、領収書整理帳⑥



〈 事務処理のポイント 〉
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借入金（交付金が交付されるまでの活動資金を、構成員から借入れる場合）

注意!! 〇 借入金は、借入れた年度内に必ず返済する
  〇 金銭出納簿では、借入金は「収入」の分類「3.利子等」として計上する

   その返済金は「支出」ではなく、「マイナス収入」として計上する

（例）構成員H氏より借入の場合
４月30日 交付金が交付されるまでの活動資金として100,000円を借入【借用書】

 振込手数料440円についてH氏より請求【請求書】
７月20日 今年度の交付金の交付
７月28日 借入金100,000円返済に併せて、振込手数料請求440円を振込（振込手数料550円）

分類
利子等

請求書と併せて保管

借入金は「収入」、
返済は「マイナス収入」

区分
借入金の用途に応じて

２（２）金銭出納簿、領収書整理帳⑦

借用書



〈 事務処理のポイント 〉
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借入金【 借用書 ― 領収書※ 】 借入金の振込手数料【 請求書 ― 領収書※ 】

２（２）金銭出納簿、領収書整理帳⑧

※振込の場合
振込票等の振込対象者氏名と
振込先を金融機関が証明する
書類を領収書に替えることも
可能



〈 事務処理のポイント 〉
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支出の修正
注意!! 〇年度内の支出に対する修正は、「マイナス支出」として計上する

  〇当該年度以前の支出に対する修正は、分類「3.利子等」の「収入」として計上し、備考欄に「いつの、どういった支出の
修正か」を記載する

  〇傷害保険料の割戻金についても、同様に処理する

（例）日当支出額に誤りがあった場合
５月10日 ■■地区草刈りの日当86,000円支出
６月12日 支出の誤り（５/10の草刈りで１名欠席）があり3,000円返金

領収書にも修正の経緯を記載する

（例）年度内に傷害保険料の割戻があった場合
４月30日 令和●年度の障害保険料の支払
３月10日 令和●年度の障害保険料の割戻金の入金

２（２）金銭出納簿、領収書整理帳⑨



〈 事務処理のポイント 〉
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返還（翌年度に現金返還する予定額 又は 当該年度に現金返還した金額）

注意!! 現金返還するもの
・年度末時点の交付金残額において、次年度に使用する見込みのない交付金※
・交付金の各要件において不適合の場合【活動の手引きｐ43】

  ※ただし、農地維持、資源向上（共同）の場合は、次年度交付額を減額調整
  資源向上（長寿命化）の場合、活動期間中は次年度交付額を減額調整し、活動期間終了年度の残額は次年度に現金返還

（例）活動期間最終年度に、長寿命化で残額がある場合
３月31日（年度末日） 残額5,005円を翌年度返還予定として、翌年度会計に計上しないこととする

次年度への持越（次年度４～６月間に支出する予定の交付金）

注意!! 〇 活動期間中において、次年度持越が認められるもの
・農地維持、資源向上（共同）の場合

次年度当初に交付金が交付されるまでの間（概ね４～６月間）の活動資金確保を目的としたもの
・資源向上（長寿命化）の場合

最終年度以外は、事業実施に必要な資金の積立を目的としたもの
  〇 活動期間終了年度の翌年度に再認定を受ける活動組織において、交付金の持越が認められるもの

・再認定年度の当初に交付金が交付されるまでの間（概ね４～６月間）の活動資金確保を目的としたもの
ただし、活動の円滑な継続に必要なものに限り、期間終了年度の年度交付額の３割程度が上限

・資源向上（長寿命化）は活動期間（５年間）中の事業実施が基本のため、次の活動期間への持越は認められない

金銭出納簿の集計欄で持越額を明らかにし、当該年度の実績報告書に持越額と持越理由を明記する
持越額が、年交付額の３割以上 かつ 100万円以上の場合は「持越金の使用予定表」を市町村に提出し、確認を受ける

２（２）金銭出納簿、領収書整理帳⑩



〈 事務処理のポイント 〉
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日当等の一括清算
注意!!  一括して支払う場合は、各費用の内訳が分かる一覧表等を領収書と併せて整理する

（例）年度末に、構成員ごとに、日当、機械借上げ費等をまとめて支払う場合

※振込の場合
振込票等の振込対象者氏名と
振込先を金融機関が証明する
書類を領収書に替えることも
可能

２（２）金銭出納簿、領収書整理帳⑪
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・日当を支払う場合は、必ず内訳となる証拠書類が必要
・事務作業や頻度の高い作業の場合でも、「何月何日に、何時間、どのような作業をしたか」を記録した日報等を作成・保管する

２（２）金銭出納簿、領収書整理帳⑫



参加者名簿
〈 事務処理のポイント 補足〉
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◇参加者名簿の整理◇

参加者名簿は、日当支出の有無に関わらず、必ず作成し、保管が必要です。
記載様式は自由※ですが、「何月何日に、誰が、何時間、どのような作業をしたか」を記録して整理しておきましょう。

※作業日報（県独自様式）の別紙に参考様式あり

作業時間が違う場合は、時間を記載

印 3/10

受領日（金銭出納簿に「支出日」として
記載が必要）

3/2振込

〃

〃

〃

〃

日当を支払う場合は、受領確認として
押印又はフルネームのサインをもらう

※振込の場合
振込票等の振込対象者氏名と振込先を金融機関が
証明する書類を領収書に替えることも可能



３「実践活動」実施後に作成する書類
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◆ 活動組織は、毎年度、市町村の定めた期日までに、事業の実施状況について、実施状況報告書及び
添付書類※を提出し、市町村の確認により不備等が指摘された場合は修正する

◆ 市町村は、全ての活動組織の、計画に位置付けた全ての活動について、書類※及び現地見回り等で、
活動が適正に行われていることを確認し、活動組織に確認通知書を送付する



３（１）実施状況報告①
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◆ 実施状況報告書
・活動計画書に位置付けた活動について、いつ、どこで、何を（どれだけ）行ったかを記載
・報告内容は、県及び国にも共有される

（各段階で確認し、各種調査の対象組織を選定する判断材料にもなる）

実施状況報告書の鑑文書
・A4縦
・活動組織の代表者印は省略可
・報告書を添付

１ 実施状況報告書の位置付け

・当該組織の活動が適切に実施されたか、市町村が判断する資料
・本事業の実績の資料（国会提出資料）

２ 記載時の留意事項

（１）活動計画書に位置付けた活動が実施されているか

（２）未実施又は要件を満たせなかった場合は、正当な理由によるものか

（３）活動記録の活動日や活動内容と整合がとれているか

（４）金銭出納簿の活動日や支出内容と整合がとれているか

（５）各活動の証拠書類と整合がとれているか
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前年度報告書同頁の「次年度への持越金」、
当年度の金銭出納簿「前年度持越」と一致

記 載 箇 所

金銭出納簿の
１農地維持・資源向上（共同）
４～７と一致

・金銭出納簿「利子等」の合計と一致
・内訳等を備考欄に記載

金銭出納簿「交付金」と一致

金銭出納簿の
２資源向上（長寿命化）４～７
と一致

・金銭出納簿「返還」の合計と一致
・内容、内訳等を備考欄に記載

注意!! 収入合計と支出合計が一致しているか必ず確認

・金銭出納簿の１農地維持・資源向上（共同）及び２資源向上（長寿命化）の、
それぞれの「次年度への持越（残高）」と一致

・適切な持越理由（持越金の使用時期・使用内容等の使用予定）を備考欄に記載
なお、持越金が当該年度交付額の３割を超え、かつ、100万円以上の場合、
なお、持越金が当該年度交付額の３割を超え、かつ、100万円以上別紙『持

越金の使用予定表』を作成・提出（次頁参照）
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・次年度への持越金が、当該年度交付金の３割を超えか、かつ、１００万円以上である場合は、別紙『持越金の使用予定表』を作成・提出し、
市町村担当者の確認を受ける

・算定根拠について、市町村担当者から提出を求められた場合には提出する
・持越理由となるのは、あくまで支出予定であり、活動予定ではないことに留意

農地維持・資源向上（共同）の場合

・翌年度４月から６月の間に必要な資金
が持越できる

・算定根拠は具体的に記載

資源向上（長寿命化）の場合

・５年の事業計画の実施期間内であれば、
活動に必要な資金の積立が可能

・事業実施期間終了年度の、年度末時点の
残額は一切持越できず、全額を返還

日当支出の場合
○ - ４月～６月の日当を毎月末に支払う
× - ４月以降の日当を年度末に支払う
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総会又は運営委員会の開催日
当該年度内（４月１日～３月31日）に
総会等を実施した日

計画
・活動計画書で計画した活動は「○」
・計画外の活動は「－」

記 載 箇 所

備考
・実施が「○」の場合

実施日と具体的な活動内容※1を記載
・実施が「×」の場合

未実施又は要件を満たせなかった理由※2を記載

※1 注意!! 誤解を招く表現はしない
例 誤「国道の草刈り」

正「国道沿い畦畔等の草刈り」
※2 注意!! 活動項目や理由によっては交付金返還

年度中に活動内容を変更する場合は、活動計画書の変更が
必要（都度、市町村担当者に相談）

実施
・活動要件を満たした場合は「○」
・未実施又は要件を満たせなかった場合は「×」
・計画欄が「－」の場合は「－」

事務・組織運営等に関する研修
本交付金に関するものに限る（開催主体は問わない）

実施日

実施日
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４遊休農地発生防止のための保全管理
 ↳農用地を耕作可能な状態に保全管理

（農用地の草刈り、害虫駆除、有害鳥獣の追い払い等）

◆計画に位置付けた遊休農地等を当該年度中に解消した場合

①実施状況報告書で解消面積を報告
②活動計画書の遊休農用地面積を修正

 （実施状況報告時に変更の届出）

◆次の３点すべてに該当し、当該活動の実施が無い場合
・活動に位置付けた遊休農地等が無い
・点検の結果、認定農用地内に遊休農地化の恐れのある

農用地が無い
・点検の結果、当該活動（草刈り等）の必要が無い

16異常気象時の対応
 ↳ 異常気象後の農用地及び施設の見回りと応急措置

◆対応の必要が無かった場合

実施日が複数の場合、最初の活動日「他」でも可

実施が「×」の場合は、備考欄に、未実施又は
要件を満たせなかった理由を記載

遊休農地解消面積

遊休農地解消面積
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実施が「×」の場合は、備考欄に、未実施又は
要件を満たせなかった理由を記載

注意!! 農地維持支払交付金のみの組織でも、活動計画書に
資源向上（共同）施設の軽微な補修を位置付けている
場合は、必ず記載

推進活動の実施日と具体的な内容を記載
（活動記録の記載漏れに注意）

機能診断・補修技術等に関する研修
本交付金の活動に関するものに限る
（開催主体は問わない）

実施日

実施日
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実施が「×」の場合は、備考欄に、未実施又は
要件を満たせなかった理由を記載

注意!! 活動を混同しない
・51啓発・普及活動

地域住民等に向けた、農村環境保全活動についての
理解を深めるための『地域内へ向けた情報発信』

・60広報活動・農的関係人口の拡大
本交付金の活動への多様な主体の参画促進等のため
の『地域外へ向けた情報発信』

活動の実施日と具体的な内容を記載
（活動記録の記載漏れに注意）
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注意!! この欄は、該当が無い場合も、必ず表示して提出

活動計画書の数量のうち､本年度の完成数量を記載

年度中に内容を変更する場合は、活動計画書の変更が必要
（都度、市町村担当者に相談）

延長は小数点以下２位まで（端数は切捨）

本年度に工事を行わず、調査や設計のみを
行った場合は「○」

該当ケースはほぼ無いと思われるが、課税事業者に該当の場合、
「仕入れに係る消費税等相当額報告書」の提出が必要

当該年度を通じた認定農用地内における農地中間管理機構の借り受け農地の有無
（過年度からの継続保有地も含め、借受、保有、受渡をした全てが対象）



市町村の規定に則った事務処理
〈 事務処理のポイント 補足〉

32

◇事務処理の基準額の整理◇

各種外部発注や購入の際の業者の選び方、財産や備品の管理の仕方等は、市町村の規定に則った手続きが必要です。
基準となる金額は、市町村ごとに異なるため、一覧を作成して整理しておきましょう。

■ピンク文字が、市町村ごとに
整理する箇所

超える

以下

以下

超える

50

（参考見積）

（参考見積）

R6.4時点
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１ 財産の管理

財産の取扱い
・本交付金で更新・設置した施設（財産）や、取得した機械・器具等の物品は、活動期間終了後においても、事業計画認定時の条件や「工事

に関する確認書」、農林畜水産業関係補助金等交付規則別表（第５条関係）に基づき、定められた管理者が適切に管理する
・市町村や土地改良区が所有又は管理する施設を更新した場合、速やかにその財産を所有者又は管理者に譲渡する

譲渡は、財産譲渡申請書（県指定様式、協議会ホームページ参照）により行い、施設の所在、構造・規格、数量等を明示した図面（平面図、
構造図等）を整備して添付する

財産管理台帳等の整備
・次のとおり、対象となる施設の更新又は物品取得の都度、速やかに台帳へ記載して保管する

・財産管理台帳には、対象施設・物品の構造・規格、施工箇所、処分制限期間等を記載（詳細は35ページ参照）
・備品台帳には、対象物品の規格・機種、取得年月日、取得金額、保管場所等を記載（詳細は36ページ参照）
・処分制限期間内は、交付金の目的に反した使用、処分（譲渡、廃止等）が制限され、処分に当たっては事前に関東農政局長の承認が必要

なお、施設の管理者・所有者である土地改良区等への譲渡は、交付金の目的に反していないため、関東農政局長の承認は不要
・施設の補修の場合、財産管理台帳への記載は不要だが、必ず施設管理者と事前に協議する

※処分制限期間については次頁参照

分 類 対 象 処分制限等

財産管理台帳
○本交付金で更新した施設
○１件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具

処分制限期間※内は、
交付金の目的に反した
使用、処分（譲渡、廃止
等）が制限される備品台帳

○財産管理台帳の対象外で、市町村の定める金額以上、かつ複数年使用の物品
例：物置、キャビネット、パソコン等

台帳記載不要

○耐用年数1年未満の消耗品類（使い捨て又は安価で使用期間が短いもの）
・事務用品 例：コピー用紙、ボールペン、のり、テープ、はさみ、ホッチキス、ゴム印、メモリー等
・活動で使用する物品 例：軍手、タオル、ブラシ、ほうき、移植ごて、コーキングガン、種子、花苗等

○消耗品 例：機械の燃料、潤滑油、乾電池、草刈り機替刃等
○補修工事等に使われる材料 例：セメント、アスファルト、砕石、コーキング材、塗料、薬剤等

処分制限はないが、
交付金の活動以外に
使用できない
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２ 多面的機能支払交付金における財産の処分制限期間の例

施設 等 物品 等

施 設 等 取 得 財 産 例
処分制限期間
= 耐用年数

水 路

コンクリート二次製品
（ベンチフリューム、Ｕ字溝 等）

１７年

ブロック積水路 ３０年

現場打水路 ４０年

農 道

コンクリート舗装 １５年

アスファルト舗装 １０年

砂利舗装 １５年

道路側溝の蓋 １７年

水路付帯施設、
ため池

鋼製ゲート、バルブ １５年

ポンプ ７年

遮水シート（ため池堤体） ８年

ネットフェンス １０年

農地に係る
施設

塩化ビニル管 １０年

鋼管 １５年

防草シート ５年

鳥獣害防護柵

木製の柵 ５年

金属製の柵 １０年

電気設備 ６年

取 得 財 産 例
処分制限期間
= 耐用年数

草刈機 ７年

チェーンソー ７年

看板 ３年

物置
（ブロック上に設置する家庭用の金属製）

１８年

事務机、事務椅子、キャビネット １５年

金庫 ２０年

パソコン ４年

プリンター、複写機 ５年

カメラ（デジタルカメラ含む） ５年

事務支援ソフト ５年

・処分制限期間は、標準的な施設・物品に対する年数であり、
施設・物品の用途・構造等により異なる場合がある

・本表に記載がない施設・物品については、市町村担当者へ
問い合わせる

【農林畜水産業関係補助金等交付金規則別表（第５条関係）】
【活動の手引きｐ.31】
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財産管理台帳（工事） ・工事等で更新・設置した施設（財産）について、当該施設の処分状況（承認や処分の内容等）を記載する

総事業費（税込金額）
・外部発注の場合：工事費のみを記載

（調査・設計費、事務費は除く）
・直営施工の場合：材料費、機械リース費、作業日当等の合計を記載

（調査・設計費、事務費は除く）

処分制限年月日
・処分制限の終期
・施工が複数年にわたる場合は、

完成日から起算する

経費内訳
・交付金からの支出分：

「国費分」「地方費分」に、交付金分50％ずつを記載
・交付金以外からの支出分：

「その他」に交付金以外の金額を記載

耐用年数
前頁を参考に記載
（構造等が異なる場合、市町村担当者
に問い合わせる）

処分の状況、備考
当該施設を市町村、土地改良区等に譲渡した場合、関東農政局の事前承認を受けて処分した場合等に記載
・市町村、土地改良区へ譲渡済の場合 ・市町村、土地改良区へ譲渡予定の場合 ・関東農政局の承認を受けて処分する場合

「承認年月日」：記載なし 「承認年月日」：記載なし   「承認年月日」：承認年月日
「処分の内容」：譲渡 「処分の内容」：記載なし   「処分の内容」：具体的な処分内容
「備考」：施工業者    「備考」：施工業者   「備考」：施工業者

譲渡年月日及び譲渡先 譲渡年月日及び譲渡先   処分年月日等

記 載 箇 所
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備品台帳 ・財産管理台帳の対象外で、市町村の定める金額以上、かつ、複数年使用の物品を記載する
 ・備品にも、処分制限期間があり、適切な管理が必要（活動組織の記入、シール貼付等）

取得金額（税込金額）
= 購入金額

保管の状況
・保管場所と管理責任者

を明記

記 載 箇 所

取得年月日
= 購入日

備考
・処分制限期間
（処分制限期間内に活動を終える場合、

残存期間分の交付金返還等が必要）

処分の状況
備品を処分した際に記載
・処分年月日 ・処分内容 ・処分金額
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